
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ＪＲ東労組中央本部は、１０月２０日に開催した「第５回中央執行委員会」において、東日本旅

客鉄道労働組合規約第５８条により、第３２回定期大会で決定された「２０１７春闘での『格差ベ

ア反対』の闘争方針に基づき「中央闘争委員会」を設置し、闘争指令第１号を発出しました。 

 大宮地本は、中央闘争委員会の闘争指令第１号の発出を受けて１０月２４日に、「第６回緊急

執行委員会」を開催し「大宮地本闘争委員会」を設置し、闘争委員会指示第１号を発出しました。 

 

 

 

 

 大宮地本 闘争委員会指示第１号の内容は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．各地方本部において直ちに地方本部闘争委員会を設置すること。 

２．「２０１７春闘での『格差ベア反対』」方針において、全組合員との

総対話を通じてスト権確立の意思確認の「一票投票」を実施するこ

と。 

３．投票期間は、２０１６年１０月２０日以降準備でき次第開始とし、

投票期限は２０１６年１２月３１日とする。 

４．「一票投票」を行う組合員の範囲は、「ＪＲ東日本に雇用されている

組合員」とする。（若年出向組合員、エルダー組合員、グリーンス

タッフ、バス関東・バス東北両本部のＪＲ東日本からの出向組合員

を含む） 

５．投票用紙の様式、投票箱の様式、投票結果集約等については別途指

示する。 

以上 


